
様式第二号の九 (第八条の四の六関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県長崎市興善町 2番 8号

氏 名 株式会社 西海建設

代表取締役 寺澤孝憲

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 095-8251413

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和5年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年 6月 13日

長崎県知事 殿

株式会社 西海建設事 業 場 の 名 称

長崎県長崎市興善町 2番 8号事 業 場 の 所 在 地

総合建設業事 業 の 種 類

令和5年4月 1日 ～令和6年 3月 31日産業廃棄物処理計画 における

計   画   期   間
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計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :汚泥) (単位 :トン)

①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

46.20

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

4620

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量
自ら中間処理

した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑤

排出量

46_20

有償物量

不要物等発生量

実績値

4620

000

000

000

0_00

4620

000

46.20

000

0_00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら理立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（削
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :廃プラステック類) (単位 :トン)

⑩

①

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2139

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

1773

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

2139

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

自ら直接
再生利用した量

排出量

2139

有償物量

不要物等発生量

実績値

21.39

000

000

000

0,00

2139

1778

2139

000

000

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（削
Ю
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :紙くず) (単位 !トン)

⑩

⑪

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0_90

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

090

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

090

不要物等発生量

実績値

090

000

000

0.00

000

090

090

090

0.00

000

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（韻
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :木くず) (単位 :トン)

⑩

⑭

実績値

80009

000

0_00

000

000

80009

4021

80009

000

000

項 目

①排出量

②十⑥自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

③熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

800_09

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

40_21

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

80009

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

⑤

排出量

800_09

有償物量

不要物等発生量

（韻
Ｎ
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :金属くず) (単位 :トン)

⑭

①

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

249

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

249

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

249

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

中間処理によ
減量した量

自ら
り

自ら中間処理した

後の残さ量
自ら中間処理

した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑤

排出量

249

有償物量

不要物等発生量

実績値

249

000

000

000

000

249

249

2.49

000

0_00

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処

理委託量

（韻
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :ガラス陶磁器等くず) (単位 :トン)

⑩

⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

68300

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

1500

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

68300

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量
自ら中間処理

した量

①のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑤

排出量

68300

有償物量

不要物等発生量

実績値

68300

000

000

0,00

0_00

63300

1500

68300

0.00

0_00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十③自ら理立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（韻
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :コンクリート片)
(単位 :トン)

⑭

①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1,03997

814

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら中間処理
した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量排出量

1,72697

有償物量

不要物等発生量

実績値

1,726_97

000

000

0,00

000

1,726_97

814

103997

000

000

項 目

①JF出 量

②キ③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十③自ら理立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処

理委託量

（韻
Ｎ
馴
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :アス・コン片) (単位 :トン)

⑩

⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

425_36

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

074

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

183.36

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

排出量

1,13336

有償物量

不要物等発生量

実績値

1,18336

0.00

000

0_00

000

1133_36

0_74

425,86

000

000

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

（韻
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :その他がれき類) (単位 :トン)

⑭

①

実績値

1272

000

000

000

000

12.72

000

12_72

000

000

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+⑨
海洋投

自ら埋立処分又は
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1272

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

12_72

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量
自ら中間処理

した量

④のうち熱回収
を行った量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑤

排出量

1272

有償物量

不要物等発生量

（韻
Ｎ
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :建設混合廃棄物 (管理型)) (単位 :トン)

⑩

⑭

①

実績値

6648

000

000

000

0_00

6648

5715

66.48

000

000

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

6648

5715

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

6648

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

①のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑤

排出量

6648

有償物量

不要物等発生量

（削
Ю
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :水銀使用製品) (単位 :トン)

①

実績値

1000

0.00

000

000

000

1000

1000

000

0_00

000

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

廼熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1000

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

1000

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有償物量

排出量

1000

不要物等発生量

（韻
Ｎ
副
）



(第3面 )

備考

1

2

3

4

5

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」のイf剰 には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとイこ、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の 量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の 量のうち、熱回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の 量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の 量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の 量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の 量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬木関 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭本関 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

第2面の左下の表には、項目ごとイこ、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄には、何も記入しないこと。

6

7



 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和6年6月19日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2 

          氏 名 佐々町下水道事業 

佐々町長 古庄 剛 

電話番号 0956-62-2101（代表） 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和３年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称  佐々浄化管理センター 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県北松浦郡佐々町小浦免41番地3 

事 業 の 種 類  下水道施設維持管理業（日本標準産業分類番号 3631） 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
令和5年4月1日～令和6年3月31日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 1,800ｔ 全 処 理 委 託 量 1,800ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら熱回収を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
1,800ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ 

※事務処理欄   

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 



 

 

(第２面) 
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産

業
廃
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）
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②
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又
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③

⑩
の

う
ち

再
生

利
用

業
者

へ
の

処
理

委
託

量

⑫
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績
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⑥

⑨
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収
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④
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収
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⑭
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⑩
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⑧
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託
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認
定
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熱
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行
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者
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処

理
委

託
量
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量
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⑧
自

ら
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生
利

用
を

行
っ

た
量

⑤
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ら
熱

回
収

を
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っ
た

量

⑦
自

ら
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間
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理
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よ
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量
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⑪
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自
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処
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処
理
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託

量

⑩
の

う
ち

優
良

認
定

処
理

業
者

へ
の

処
理

委
託

量



 

 

(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



（ 産業廃棄物の種類：下水道汚泥（脱水ｹｰｷ））

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

1,861.9t

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1,861.9t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

1,861.9t

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

項目 実績値

①排出量 1,861.9t

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0

⑤自ら熱回収を行った量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0

⑩全処理委託量 1,861.9t

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

0

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0

⑫再生利用業者への処理
委託量

1,861.9t

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

0



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物
処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

長崎県知事 殿

令和 6年  4月  17日

所  福岡県福岡市博多区東光寺町1丁 目13番 5号

名  三軌建設株式会社福岡支店

支店長 大谷 誠一

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 092-451-6746

提出者

住

氏

事 業 場 の 名 称 三軌建設株式会社福岡支店長崎工事所ほか

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諌早市栄田町1326

事 業 の 種 類 総合工事業

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間
令不日5年 4月 1日 ～令不日6年 3月 31日

90。 677 t

687.710 t

0,000 t

0.000 t

量t'F 出

る

項 目

処 理 委 託 量

0,000 t

2,214.000 t 全

目標値 目標値

778,387 t

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

0.000 t

0.000 t

認 定 熱 回 収 業者 へ の
0,000 t

自 ら再 生 利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は
海洋 投 入 処 分 を行 う
産 業 廃 棄 物 の

優良認定処理業者への

処  理  委  託  量

再 生 利 用 業 者 へ の

処  理  委  託  量

処 理 委 託

認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託

※事務処理欄

…6:4:22
(日 本工業規格 A列 4番 )



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 汚泥 )

実績値

116 525 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

116.525 t

0 475 t

0.000 t

0.000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③+③ 自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熟回収認定業者への処理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0.000⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
廼

116 525

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0.475
U

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.000③

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

問処理 したら

後の残 さ量

0.000

自ら中間処理によ
り減量した量

0 000

0 000②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0.000③

自ら中間処理 した量

0 000

④のうち熱回収
を行つた量

0 000

自ら直接
再生利用した量

排   出  量

116 525
①

償  物

不 要 物 等 発 生 量

（
韻

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :   廃プラスチック   )

実績値

2 050 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0,000 t

2 050 t

2 050 t

0 000 t

0 000 t

0.000 t

項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱 回収認 定 業者 へ の処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
廼

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0.000∪

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

2.050
①

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

2.050

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.000⑨

自ら中間処理によ
り減量 した量

0 000

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0.000

④のうち熱回収
を行つた量

0.000

自ら直援
再生利用 した量

0 000②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000③

自ら中間処理 した量

0.000

償  物

排   出  量

2.050
①

不 要 物 等 発 生

（
削

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 紙くず )

実績値

4 000 t

0 000 t

0.000 t

0.000 t

0 000 t

4 000 t

4.000 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱 回収認 定 業者 へ の処理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行 う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
U

⑩の うち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
廼

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

4 000
①

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0 000①

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

4.000

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量 した量

0.000

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000
⑨

自ら中間処理 した量

0 000

④のうち熱回収
を行つた量

0.000

自ら直接
再生利用 した量

0 000②

排   出  量

4 000
①

償  物

不 要 物 等 発 生 量

（
削

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 木くず )

実績値

174.700 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

174 700 t

52 980 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十⑨自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優 良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑩熱 回収認 定 業者 へ の処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行 う業者への処理委託量

0 000
⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

174.700

⑩の うち優良認定
処理業者への

処理委託量

52 980
①

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0 000③

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

処理 したら

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量した量

0.000

0.000⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分 した量

0 000
③

自ら中間処理 した量

0 000

④のうち熱回収
を行 つた量

0 000

自ら百L接
再生利用 した量

排   出  量

174 700
①

償  物

不 要 物 等 発 生 量

（
削

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 金属くず )

実績値

1.102 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0.000 t

1 102 t

1 1 02 t

0.000 t

0 000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③+③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑩熱 回収認 定 業者 へ の処理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

0 000⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
ё

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
U

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

2011

∪

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.000③

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.000

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

1 102

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0 000

自ら中間処理によ
り減量 した量

0 000

自ら中間処理 した

後の残 さ量
自ら中間処理 した量

0.000

回収

量

熱
た

上り
　
つ

う

行
の
を

④

0 000

自ら直接
再生利用 した量

0.000②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分 した量

0 000⑨

排   出  量

1.102
①

償  物

不 要 物 等 発 生 量

（
削

Ю
副

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 がれき類 )

実績値

446.075 t

0 000 t

0 000 t

0.000 t

0.000 t

446 075 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0.000 t

項 目

①排出量

②+① 自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱 回収認 定 業者 へ の処 理

委託量

⑭熟回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.000
①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0 000
廼

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000⑫

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

0,000
①

分 した量

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

0 000

直接及び自ら
中間処理 した後の

処理委託量

446 075

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0 000①

0,000

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

0 000

自ら直接
再生利用 した量

0 000②

自ら直接理立処分又は
海洋投入処分 した量

0 000③

自ら中間処理 した量

0 000

償  物

排   出  量

446.075
①

不 要 物 等 発 生

（
淋

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 建設混合廃棄物   )

実績値

30 070 t

0.000 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

30 070 t

30 070 t

0_000 t

0 000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③十③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱 回収認 定 業者 へ の処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行 う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000∪

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
U

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
●

30,070

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

30 070
①

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0 000①

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0.000

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量 した量

0 000

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0.000
③

自ら中間処理 した量

0 000

④のうち熱回収
を行つた量

0,000

自ら直接
再生利用 した量

0.000②

排   出  量

30 070①

償  物

不 要 物 等 発 生 量

（
削

］
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :   管理型混合廃棄物  )

実績値

116.525 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

0,000 t

116 525 t

0 475 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

項 目

①排出量

②十①自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③+⑨自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

① 熱 回 収 認 定 業 者 へ の 処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0.000
⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
廼

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000⑭

0 475
①

分 した量

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

0 000

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

116.525

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.000③

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量した量

0 000

④のうち熱回収
を行つた量

0 000

自ら直接
再生利用 した量

0,000②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0 000

自ら中間処理 した量

0 000

償  物

排   出  量

116.525
①

不 要 物 等 発 生

（
削

Ｎ
酬

）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 :  シュレッダーダス ト  )

実績値

116.525 t

0.000 t

0 000 t

0 000 t

0 000 t

116 525 t

0 475 t

0.000 t

0 000 t

0.000 t

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した
量

③+③自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理

委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱 回収認 定業者 へ の処 理

委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

0 000
⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

0 000⑭

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0 000
①

0 000

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

116.525

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0 475
∪

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

0.000③

した

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0 000

自ら中間処理によ
り減量‐した量

0.0000.000

自ら直接
再生利用 した量

0 000⑫

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分 した量

0_000③

自ら中間処理 した量

0.000

④のうち熱回収
を行つた量

償  物

排   出  量

116 525
①

不 要 物 等 発 生

（
削

Ю
酬

）



(第 3面 )

備 考

1

2

3

』年度の 6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、 (1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄  (4)の 量のうち、熟回収を行った量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の 量を差し引いた量

(3)③欄  (6)の 量のうち、自ら利用し、又は他人に売去,した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託 した量

(11)①欄  (10)の 量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の 量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の 量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が 2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

7



月可紙

管理体制 (廃棄物処理に関する管理組織等 )

建設副産物管理組織図

社 長

事業本部

建築部長土木・軌道部長 安全保安部長

建築部土木・軌道部 安全保安部

支 店 長

(建設副産物処理統括責任者)(建設副産物処理統括責任者)

建築課土木・軌道課

(建設副産物処理責任者 )(建設副産物処理責任者 )

①建設副産物の適正処理の推移に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するぎょうむの統括責任者

①法令改正、指導内容等の周知

②教育・指導(マニュアル等の作成

③本社管理組織間の調査・整備

④全支店の建廃の処理実績の集計

①建設副産物の適正処理の推移に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するぎょうむの統括責任者

①「建築副産物処理計画書」の事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①法令胚性、指導内容の周知

②処理状況の点検と教育・指導

③支店管理組織間の調整

④「建築副産物処理計画書」の検討

⑥支店全体の建廃の処理実績の集計

並びに本社報告他

①「建築副産物処理計画書Jの事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①「建築副産物処理計画書」の作成
②発注者及び監督官庁への対応
③発生量の抑制、再資源利用等減量化の計画的な推進

④委託契約の締結
⑤処理状況の確認(マニフェストの発行、照合、確認及び}ノ見地確認等)

⑥産業廃棄物管理票交付等状況報告書提出
⑦処理実績報告書の提出
③処理業者、協力業者の監督指導
⑨建廃の現場内での適正保管
⑩自己(自 社)処理建廃の適正な管理と処理

⑪工事終了後の関係書類を担当部へ提出
⑫指定副産物及び再資源の量促進

安全保安課

協力業者

中間

本
　
社

支
　
店

事
業
場

。
作
業
所

処
理
業
者

については、 の イま再 源利用 る。



 

 

様式第二号の九(第八条の四の六関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

令和6年 6月 20日 

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 東京都中央区京橋二丁目16-１   

氏 名 清水建設㈱エンジニアリング事業本部  

執行役員本部長  清水 優      

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  03-3561-4300          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和５年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。 

事 業 場 の 名 称 
清水建設株式会社エンジニアリング事業本部 

（現場作業所：JWD平戸南風力） 

事 業 場 の 所 在 地 
 東京都中央区京橋二丁目16‐1 

（現場作業所：長崎県平戸市堤町382番地） 

事 業 の 種 類 総合工事業 

産業廃棄物処理計画における

計 画 期 間 
令和5年4月1日から令和6年3月31日 

産業廃棄物処理計画における目標値 

 

項目 目標値 項目 目標値 

排 出 量 120ｔ 全 処 理 委 託 量 120ｔ 

自ら再生利用を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
0ｔ 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
120ｔ 

自ら熱回収を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 
0ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産 業 廃 棄 物 の 量 
0ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う 

産 業 廃 棄 物 の 量 

0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 

※事務処理欄   

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 



 

 

(第２面) 
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②
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又
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③
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⑫
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績
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(第３面) 

備考 

１ 翌年度の６月30日までに提出すること。 

２ 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

３ 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。 

４ 第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)

に掲げる量を記入すること。 

(1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量 

(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量 

(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量 

(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量 

(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量 

(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量  

(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量 

(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量 

(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量 

(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量 

(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量 

(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量 

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量 

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量 

５ 第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。 

 ６ 産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 



（ 木くず ）

② ⑧

① ③

⑫

④ ⑥ ⑨

⑬

⑤ ⑦

⑩

⑭

⑪

（
第
２
面

）

計画の実施状況 産業廃棄物の種類：

有償物量

自ら直接
再生利用した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

不要物等発生量 0 0

排出量
自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

4.28 0
⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

0
項目 実績値

自ら中間処理
した量

自ら中間処理した
後の残さ量

①排出量 4.28 0 0 0

②＋⑧
自ら再生利用を行った量

0
⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0
④のうち熱回収
を行った量

自ら中間処理によ
り減量した量 0

⑦自ら中間処理により減量し
た量

0 0 0
直接及び自ら

中間処理した後の
処理委託量

③＋⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

0 ⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量⑩全処理委託量 4.28 4.28

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

4.28 0

⑫再生利用業者への処理
委託量

0 ⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量⑬熱回収認定業者への処理

委託量
0

4.28
⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面)

提出者

住 所 長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地

氏 名 柴崎建設株式会社

代表取締役  柴時 優

電話番号 0957-78-2685

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令不日 6年  6月  3日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

柴崎建設株式会社事 業 場 の 名 称

長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類 総合建設業

令不日6年 3月 31日令不日5年 4月 1日産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

別紙のとお り別紙のとおり

別紙のとおり別紙のとおり

別紙のとおり別紙のとお り

別紙のとおり別紙のとおり

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

別紙のとおり

目標値

別紙のとおり

産業廃棄物処理計画における日標値

項 目

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

)イ

r

(日 本産業規格



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : )

実績値項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により減

量 した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理萎託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処

理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者へ の処理委託量

⑬

⑩の うち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩の うち再生利用

業者への処理委託量

⑫

⑩の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

①

③

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

⑩

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

入処分 した量

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

自ら中間処理によ

⑦

自ら中間処理 した

⑥

③

自ら中間処理

した

④

④のうち熱回収
った量

⑥

自ら直接

再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量
排   出  量

①

有 償 物 量

不要物等発生量

（糾

Ю
酬
）



別紙 1

産業廃葉物の排出の抑制に関する事項

令和5年度計画

1500.000

500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

前年度実績

3188.440

657.130

0.888

0.000

10.980

2.990

0.340

0.620

2.620

0.600

790.400

0

0

0

産業廃棄物の種類

コンクリードがら

アスフアルトがら

その他がれき類

ガラス・陶磁器くず

廃プラスチック類

金属くず

混合 (管理型)

石綿含有産業廃棄物

建設汚泥

紙くず

木くず

繊維くず

廃石音ボード

水銀使用製品
産業廃葉物

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

令和6年度計画

μ定鰈回収彙雪以外の
熱口収を命う案者への

処理晏籠二

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

盟定熱回収案者へのえI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

再生和lR業者への

処理晏籠二

1500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

EA露定匁l運集者への

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

全処理単催二

1500

500

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

前年度実績

隠定譲口1又泰奮以外の
鵬回収を付う楽者への

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

協定麟回収車者への担

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

再生釉用串昔への

匁l理委籠圭

3188.440

657.130

0888

0

10.98

299

0.34

0.62

2.62

0.60

790.4

0

0

0

臣i鬱定れ理業者への

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3188.440

657130

0.888

0.000

10.980

2.990

0.340

0.62

2.62

0.6

790.4

0

0

0

産業廃棄物の種類

コンクリ…+がら

アスフアルトがら

その他がれき類

ガラス・陶磁器くず

廃プラスチック類

金属くず

混合 (管理型)

石綿含有産業廃棄物

建設汚泥

紙くず

木くず

繊維くず

廃石膏ポード

水銀使用製品
産業廃棄物



(第 3面 )

備考

1

2

3

翌年度の6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬棉尋 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明ら力Wこ した書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、今和5年度
の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

長崎県知事 大石賢吾 殿

令和 6年  6月  0″ 日

提出者

住 所
長崎県佐世保市白木町3番 18号

氏 名 (法人にあつては名称及び代表者の氏名 )

株式会社 上滝 佐世保支店
常務取締役支店長 山峨 洋樹

電話番号
0956-23-3311

事 業 場 の 名 称 株式会社 上滝 佐世保支店

事 業 場 の 所 在 地 長崎県佐世保市白木町3番 18号

事 業 の 種 類 06:総合工事業

令和5年4月 1日 ～令和6年3月 31日 まで
産業廃棄物処理計画における

計画期間

目標値

2,600.00 t

0.00 t 0.00 t

0.00 t 2,270.00 t

0,00 t 0.00 t

0,00 t 0,00 t熱回収を行う業者への

排   出  量

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 項 目

全 処 理 委 託 量

目標値

2,600,00 t

海洋投入処分を行う
又 は

優良認定処理業者今の
処理委託量    |

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
産業廃棄物の量

※事務処理欄

-66128

(日 本工業規格 Aアl14番 )



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : コンクリートがら )

(単位 :t)

↑

↓

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

81.90
⑫

冥績値

81.90

0.00

0,00

0.00

0.00

81.90

0.00

81.90

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑭ 自ら中間処理により
減量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

① 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

81.90

優良認定処理業者へ
の

処理委託量

0.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00
⑨

間処理したら

後の残さ量

0.00

自ら中間処理
により減量した量

0.00

再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00
③

中間処理した量
ら

0.00

④のうち熱回収
を行つた量

0.00

排 出 量

81.90
①

有 償 物 量

不要物等発生量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

0.00
⑬

回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

量

0.00

（削
Ｎ
引
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : アスコンがら )

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

⑫
7.50

(単位 :t)

↑

↓

冥績恒

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③十③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

①のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

0.00
⑬

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00
⑨

直接及び

自ら中間処理した後の

処理委託量

7.50

優良認定処理業者へ
の

0.00

自ら中間処理した

後の残さ量

0.00

自ら中間処理
により減量した量

0.00

再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.00

自ら

中間処理した量

0.00

④のうち熱回収
を行つた量

0.00

有 償 物 量

排 出 量

①   7.50

不要物等発生量

りのうち
熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

⑭   O,00

（韻
］
副
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : その他がれき類 )

(単位 :t)

↑

↓

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

0.00
⑫

実績値

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

①十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熟回収認定業者への
処理委託量

⑫ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

0.00
⑩

優良認定処理業者へ
(,)

0.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨   O.00

自ら中間処理した

後の残さ量

0.00

自ら中間処理
により減量した量

0,00

0.00

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.00
③

中間処理した量

0.00
④

を行つた量

⑤   O.00

再生利用した量
ら

有 償 物 量

排 出 量

0,00
①

不要物等発生量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O.00

熱回収を行う業者への
収認定業者以外の

0.00

（削
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : ガラスくず及び陶磁器くず   )

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

⑫   2.42

(単位 :t)

↑

↓

~夫
績櫃

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十① 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑭ 再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O,00

熱回収を行う業者への

⑭   O.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

③   O.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0,00

直接及び

自ら中間処理した後の

処理委託量

⑩   2.42

優良認定処理業者へ
の

処理委託量

0.00

間処理したら

後の残さ量

0.00
⑥

により減量した量
ら中間処理

0.00

再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0,00

中間処理した量
ら

0,00
④

のうち熱回収
を行つた量

0.00

有 償 物 量

排 出 量

①   2.42

不要物等発生量

（削
Ｎ
剛
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 廃プラスチック類 )

(単位 it)

↑

↓ ⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬
0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

2.34

優良認定処理業者へ
(7)

処理委託量

①   O.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00
⑥

後の残さ量
た

⑥   O.00

自ら中間処理
により減量した量

0.00

自ら直接
再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.00
③

中間処理した量
ら

④   O.00

④のうち熱回収
を行つた量

0.00

排 出 量

2.34
①

有 償 物 量

不要物等発生量

熱回収を行う業者への
収認定業者以外の

0.00
⑭

①のうち
再生利用業者への

処理委託量

⑫   2.34

実績値

2.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2.34

0.00

2.34

0.00

0,00

項 目

①排出量

②+⑥ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑭ 自ら中間処理により
減量した量

③十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

（削
〕
酬
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 金属くず )

(単位 :t)

↑

↓

①のうち
再生利用業者への

処理委託量

⑫   H.03

実績値

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

11.03

0.00

11.03

0.00

0.00

項 目

① 排出量

②十① 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③十⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O.00

∪の9ろ

熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

⑭   O.00

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

直接及び

自ら中間処理した後の

処理委託量

11.03
⑩

自ら中間処理した後
再生和J用 した量

0,00

により減量した量
間処理

0.00
⑦

後の残さ量

した

再生不U用 した量
ら

②   O.00

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.00

中間処理した量

④   O.00

を行つた量

0,00
⑤

排 出 量

11.03
①

有 償 物 量

不要物等発生量

⑩のうち
優良認定処理業者へ

の

処理委託量

①   O.00

（削
Ｎ
剛
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 建設汚泥 )

(単位 it)

↑

↓

⑩のうち
優良認定処理業者へ

σ)

処理委託 量

①
0.00

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

(D      67.20

実績値

67.20

0.00

0.00

0.00

0.00

67.20

0,00

67.20

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十③ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑭ 再生利用業者への
処理委託量

⑬熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

∪の9ろ

熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

0.00
⑭

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

67.20

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00

により減量した量

0.00

自ら中間処理した

後の残さ量

再生利用した量

0.00

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0.00

自ら
中間処理した量

0.00

を行つた量
‐

0.00

排 出 量

廻D      67.20

有 償 物 量

不要物等発生量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

0.00
⑬

（削
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃乗物の種類 : 紙くず )

(単位 it)

↑

↓

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

1.41
⑫

実績値

1.41

0.00

0.00

0,00

0.00

1.41

0.00

1.41

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十③ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行った量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩ 全処理委託量

① 優良認定処理業者への

処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

熱回収を行う業者への

⑭   O.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0,00
⑨

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

1,41

優良認定処理業者ヘ
の

処理委託量

0,00
①

自ら中間処理した

後の残さ量

0.00
⑥

により減量した量
間処理

0.00

0.00

を行つた量

0.00

再生利用した量

0,00

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0,00
③

自ら
中間処理した量

有 償 物 量

排 出 量

1.41
①

不要物等発生量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

0.00
⑬

Ｎ
剛
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 木くず )

(単位 :t)

↑

↓

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

18.32
⑫

実績値

18.32

0,00

0.00

0,00

0.00

18.32

0.00

18,32

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十⑥ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

① 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への
処理委託量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O.00

熱回収を行う業者への
熱回収認定業者

0.00

0.00

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

18.32

イ憂良認定処理業者へ
の

後の残さ量

0.00

自ら中間処理
により減量した量

0.00
⑦

0.00

を行つた量

0.00
⑤

再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③   O.00

中間処理した量
ら

有 償 物 量

排 出 量

18.32
①

不要物等発生量

（削
Ｎ
剛
）



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 廃石膏ボード )

(単位 :t)

↑

↓

熱回収を行う業者への
熱回収認

0.00
⑭

自ら中間処理した後
再生和J用 した量

0.00

自ら中間処理した後
自ら理立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

0.00
⑩

優良認定処理業者ヘ
の

処理委託量

0.00
①

した間ら

後の残さ量

0,00
⑥

により減量した量

0.00

0.00

を行った量

0.00

再生利用した量

0.00

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0.00

中間処理した量
ら

有 償 物 量

排 出 量

0.00
①

不要物等発生量

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

0.00
⑫

冥績恒

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

項 目

①排出量

②十⑥ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により
減量した量

③十③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩ 全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

① 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O.00

（削
Ｎ
酬
）



計画の実施状況 (産業廃乗物の種類 : 混合(管理型含む) )

⑩のうち
再生利用業者への

処理委託量

⑫   6.79

(単位 :t)

↑

↓

りのうち
優良認定処理業者へ

の

処理委託量

①   O.00

~夫
績恒

6.79

0.00

0.00

0.00

0,00

6.79

0.00

6.79

0.00

0.00

項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用
を行つた量

⑤ 自ら熱回収を行つた量

⑭ 自ら中間処理により
減量した量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

① 優良認定処理業者への
処理委託量

⑫ 再生利用業者への
処理委託量

⑬ 熱回収認定業者への
処理委託量

⑭ 熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

0.00
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

⑨   O.00

直接及び
自ら中間処理した後の

処理委託量

6.79
⑩

した間ら

後の残さ量

0.00

自ら中間処理
により減量した量

0.00

再生利用した量

0.00
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

③   O.00

中間処理した量
ら

0.00

④のうち熱回収
を行つた量

0.00

有 償 物 量

排 出 量

6.79
①

不要物等発生量

⑩のうち
熱回収認定業者への

処理委託量

⑬   O.00

りの9ろ

熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

⑭   O.00

（削
Ｎ
酬
）



(第 3面 )

備考

1 翌年度の6月 30日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項 目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した

目標値を記入すること。

4 第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げ
る量を記入すること。

(1) ①欄  当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2) ②欄  (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3) ③欄  (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4) ④欄  (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄  (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6) ⑥欄  自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄  (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ③欄  (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄  (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10) ⑩欄  中間処理及び最終処分を委託した量

(11) ①欄  (10)の量のうち、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(12) ⑫欄  (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13) ⑬欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14) ⑭欄  (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第2面の左下の表には、項目ごとイこ、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を

記入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときには、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業
廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

提出者

住 所 佐賀県多久市多久町7575

氏 名 真生工業株式会社

代表取締役 中島 功

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 0952-71-9010

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項 の規定に基づき、令和 5 年度の産業廃棄物
処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6 年 6 月 24 日

長崎県知事 大石 賢吾  殿

事 業 場 の 名 称 真生工業株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県内 (長崎市、佐世保市を除く)

D07 職別工事業 (設備工事業を除く)事 業 の 種 類

産業廃棄物処理計画における

計   画   期   間

目標値

1050,000

60.000 t0.000

0.000

0.000

tt'F 里

t
処

t

t
処

50.000 t

処

項 目

全 処 理 委 託 量

940,000  t

0,000  t

0.000  t

産業廃棄物処理計画における目標値

自
海
産

は
う
量

目標値

1000.000 t

自ら中間処理によ り減量する

項 目

出

良認 定処理 業者 へ の

理  委  託  量
自 ら再 生 利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

の
量

ヘ者
託牒委

和
理

生再
処

ン９
旦里

行

の

を
物

剛
棄

熱
廃

ら
業

自
産

定 熱 回 収 業 者 へ の

理  委  託  量

業 廃 棄 物 の

ら 埋 立 処 分 又
洋 投 入 処 分 を行

定熱 回収業者 以外 の

回収 を行 う業者 へ の

託  量

業 廃 棄 物 の 量

※事務処理欄

-616:27
(日 本工業規格 A列 4番 )



(第 3面 )

備 考

1 翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

2「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載
した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の 量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③本F剰 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の 量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の 量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第
6条の■第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫ホl剰 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第15条 の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記
入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃
棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入 しないこと。



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 : がれき類   )

実績値

0000

0000

0.000

0.000

0000

0.000

0,000

0.000

0000

0.000

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処
理委託量

0000

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0000

⑩

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0000

⑩

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

0000

⑪

自ら中間処理した後

再生利用した量

0000

③

自ら中間処理した後

自ら理立処分又は

海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

ら中間処理によ

り減量した量

0000

⑦

自ら中間処理した

後の残さ量

0000

⑥

③

ら中間処理

した量

0000

④

④のうち熱回収

を行つた量

0000

⑤

自ら直接

再生利用した量

0000

②

海洋投入処分した量

又 はら

①

有 償 物 量

排    出   量

不 要 物 等 発 生

（韻

Ｎ
酬
）



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 : ガラス・陶磁器くず )

実績値

0000

0.000

0,000

0000

0000

0000

0000

0.000

0.000

0.000

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者

への処理委託量

0000

⑬

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0000

⑫

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

0000

⑪

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

③

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

0000

⑩

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

0000

⑥

ら中間処理 した

後の残 さ量

0000

⑥

自ら中間処理によ

り減量した量

0000

⑦

自ら中間処理

した量

0000

④

つ

を行つた量

0000

⑤

自ら直接

再生利用した量

0000

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

有  償  物

排   出   量

①

不 要 物 等 発 生

（削

Ｎ
酬
）



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 : 廃プラスチック類  )

実績値

0000

0000

0000

0,000

0000

0.000

0000

0.000

0.000

0000

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③キ③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者

への処理委託量

0000

⑬

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0000

⑫

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

0000

⑪

0000

③

ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

⑨

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

0000

⑩

自ら中間処理した後

再生利用した量

ら中間処理 した

後の残さ量

0000

⑥

自ら中間処理によ

り減量した量

0000

⑦

自ら中間処理

した量

④

④のうち熱回収

を行つた量

0000

⑤

自ら直接

再生利用した量

0000

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

③

有 償 物 量

排   出   量

0000

①

不 要 物 等 発 生

（削

日
副
）



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 紙くず )

実績値

0.000

0000

0000

0.000

0000

0000

0.000

0000

0.000

0000

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処
理委託量

0000

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者

への処理委託量

⑬

0000

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

0000

⑪

自ら中間処理した後

再生利用した量

0000

⑧

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

⑨

び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩0000

⑦

自ら中間処理した

後の残さ量

⑥

自ら中間処理によ

り減量した量

0000

③

自ら中間処理

した量

0000

④

④のうち熱回収

を行つた量

0000

⑤

自ら直接

再生利用した量

0000

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

①

有 償 物 量

排    出   量

不 要 物 等 発 生

（削

Ｎ
副
）



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 木くず   )

実績値

0.000

0000

0000

0.000

0000

0.000

0000

0.000

0000

0.000

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処
理委託量

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0000

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者

への処理委託量

0000

⑬

0000

①

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

0000

⑩

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

自ら中間処理した後

再生利用した量

0000

③

自ら中間処理した

後の残さ量

⑥

自ら中間処理によ

り減量した量

0000

⑦⑤

自ら直接

再生利用した量

0000

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0000

③

自ら中間処理

した量

0000

④

④のうち熱回収

を行つた量

排   出   量

0000

①

有  償  物

不 要 物 等 発 生 量

（淋

〕
団
）



計画の実施状況 ( 産業廃棄物の種類 繊維 くず   )

実績値

0000

0000

0000

0000

0000

0.000

0.000

0_000

0,000

0000

項 目

①排出量^

②十③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行 う業者への処
理委託量

0000

⑭

⑩のうち再生利用

業者への処理委託量

0000

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者

への処理委託量

0000

⑩

ら中間処理 した後

自ら理立処分又は

海洋投入処分した量

0000

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

0000

⑩

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

0000

①

自ら中間処理した後

再生利用した量

0000

③

自ら中間処理 した

後の残 さ量

0000

⑥

自ら中間処理によ

り減量した量

0000

⑦

自ら直接

再生利用した量

0000

②

海洋投入処分した量

|まら

③

自ら中間処理

した量

④

④のうち熱回収

を行つた量

0000

⑤

排   出   量

0000

①

償  物

要 物 等 発 生

（削
Ｎ
酬
）



様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面)

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 4年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

長崎県知事 大石 賢吾 殿

み 年と,月 rθ 日

事 業 場 の 名 称 林ゞ 芥れ 彰ワ紺軍得た

太相や▽い9`T γ7作ォ
|事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類
,と ひⅢヽぃと不多E時棠 ′み'琳 ′

坂歩募けて′し,ったくと9'寿→結′券壕チ残→て′14筋修差ケ募/′ 鶴で卒募ズ

悌
“
〃

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間 Rb/γ 月 /日  か彰  津ダ ptt F IB

目標値

,沙 渉沙(ど

工争}市 、∠

すよ〃

tt

tt

tt

t t

tt

項 目

排   出   量 全 処 理 委 託 量

目標値

rν 保 /

>渉 と々、d

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

~6612

※事務処理欄

(日 本産業規格 A



(産業廃棄物の種類 : 朴こ

'V(色

ネリ
)

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

⑨

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

に2)

自ら直接埋立処分又は
森洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

μ゙′t

④のうち熱回収
を行った量

有償物量

患沙t

排出量

不要物等発

実績値

0

0

0

0

F翼麟響砕T「

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行った量

⑤自ら熱回収を行った量

②自ら中間処理により減塾
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



祀の (産業廃棄物の種類 :

ネtT'
lγttil)

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

/γ
『

、生t
①

不要物等発

実績値

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

③熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



計画 の : (産業廃棄物の種類: 常 たゞと≠只  )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

29を寅,∠ t

排出量

不要物等発

実績値

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

①全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



題状 況 (産業廃棄物の種類: 康ン跨ぇ4/ク ,影 )ヽ

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

① 渉/17し

実績値

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

④熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:潅
綿 e務彦γ拗

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

奮 t

排出量

不要物等発

実績値

0

0

0

0

li鰯 摂

項 目

O排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:ゥちえヽ「9滋泰 全OW)

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

①
/ン、免

不要物等発生

実績値

0

0

0

0

著|とこ離量置醤挿髯豊ご,|“i

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



|

の (産業廃棄物の種類:滉 ろ移が
｀
ポ
1 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

①のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

浄9、 7t①

不要物等発

実績値

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

④熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



様式第二号の九 (第八条の四の六関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県諫早市津久葉町5-130

氏 名 西部電気工業株式会社

長崎支社長 井上 英明

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

目巨言舌摺離手説  0957-46-5400

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年 7月 9日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

西部電気工業株式会社 長崎支社事 業 場 の 名 称

長崎県諫早市津久葉町5130事 業 場 の 所 在 地

事 業 の 種 類 建設業・総合工事業

令和 5年 4月 1日  ～ 令和 6年 3月 31日
産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

0.00t0.00t

1014. 138t0.00t

0.00t0.00t

0.00t0.00t

出 量

項 目

t,F 全 処 理 委 託 量

産業廃棄物処理計画における目標値

目標値

1014.138t

目標値

1014. 138t

項 目

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

自ら再生利用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

⌒
※事務処理欄

-61:ヌ〕-9

(日 本産業規格 A列 4番 )



計 画の
~夫

施状 況 (産業廃棄物の種類 : コンクリートがら  )

実績値

34117

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+◎自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑫

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

ё

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量
④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

①

排出量

341.17

有償物量

不要物等発生量

（
第

２
面

）



罵施状 況の (産業廃棄物の種類 : アスコンがら )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

547.41

排出量

有償物量

不要物等発生量

実績値

54741

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

iと T二
´

（
第

２
面

）



計画 の
~夫

而状況 (産業廃棄物の種類 : ガラス・陶器くず   )

実績値

118

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③キ③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

1.18①

不要物等発生量

（
第

２
面

）



計 画の
~夫

而状況 (産業廃棄物の種類: 木くず )

実績値

314

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

一①

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

① l

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ

り減量した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

有償物量

排出量

8.14①

不要物等発生量

（
第

２
面

）



祀の (産業廃棄物の種類 : 廃プラスチック類  )

実績値

35985

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

有償物量

排出量

35.985①

不要物等発生量

（
第

２
面

）



況 ( 産業廃棄物の種類 : 金属くず )

実績値

2.825

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

2.825

排出量

有償物量

不要物等発生量

え̀
と
231

（
第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類 : 混合(安定型のみ) )

実績値

75218

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理によ

り減量した量

自ら中間処理した

後の残さ量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

75.218①

不要物等発生量

予;21t

（
第

２
面

）



計画の
~夫

施状況 (産業廃棄物の種類 : 混合(処理困難)  )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

① l

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

排出量

2.21①

有償物量

不要物等発生量

実績値

221

0

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

○熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(第 3面 )

備考

1

2

3

翌年度の 6月 30日 までに提出すること。

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における日標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した日標値を記入すること。

第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(10

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(跡 ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(働 ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

他)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

脩)⑤欄 他)の量のうち、熱回収を行った量

6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

仔)⑦欄 他)の量から

“

)の量を差し引いた量

偲)③オ開 俯)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

0)⑨欄 俯)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(l① ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(H)①欄 (l① の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量

(1跡 ②欄 (1い の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(1勧 ①欄 (1い の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(1つ ⑭欄 (1い の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への

焼却処理委託量

第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7































様式第二号の九 (第人条の四の六関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和 6年 5月δθ疇

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者  全国農業協同組合導合会長氏機 守
大村泉ォと殉

住 所  長崎県大村市富の原 2丁 目7,十

氏 名        工場長 中尾 央イユ

(法人にあつては、名称及び代表者の能り
電言舌番号    0957-55-1111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、令和 3年度の産業廃棄物処

理計画の実施状況を報告します。

ff

t
年t ti‐

~ヰ

て`
~

■

全国農業協同組合連合会長崎県本部 大本ヽす果汁工場事 業 場 の 名 称

長崎県大村市富の原 2丁 目704事 業 場 の 所 在 地

[10]飲 料 。たばこ・飼料製造業事 業 の 種 類

令和 5年 4月 1日 ～令和6年 3月 81日産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間

1, 840t

531t

tt

t

t

tt

項 目

排    出   量

産 業 廃 物 の 量

全 処 理 委 託 量

目標値

1, 840t

目標値

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

2, 371t

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら熱 回収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中F日号処理により減量する

産 業 廃 乗 物 の 量

自 ら埋 立 処 分 又 は

海洋投入処分 を行 う

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

※事務処理欄

(副 本産業規格

‐
喬恥



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : )

実績値項 目

①排出量

②+③ 自ら再生利用を
行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦ 自ら中間処理により減
量 した量

③+③ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収 を行 う業者への処
理委託量

⑩の うち再生利用
業者への処理委託量

⑫

⑩の うち熱回収認定

業者への処理委託量

⑬

⑩の うち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

③

洋投入処分 した量

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

⑨

直接及び 自ら

中間処理 した後の

処理委託量

⑩

⑩の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

①

自ら中間処理 した

の

⑥

自ら中間処理によ

量 した

⑦

自ら直接

②

自ら直接埋立処分又は

③

自ら中間処理

④

④のうち熱回収

⑤

有 償 物 量

排  出  量

①

不要物等発生量

（淋

］
副
）



(第 3面 )

備 考

1 翌年度の6月 80日 までに提出すること。

2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載

した目標値を記入すること。

4 第 2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か ら(14)

に掲げる量を記入すること。

(1)①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量

(2)②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

(3)③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(4)④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5)⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行つた量

(6)⑥欄 自ら中間処理をした後の量

(7)⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8)③欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9)⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(10)⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量

(11)①欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量

(12)⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

(13)⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量

(14)⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への

焼却処理委託量

5 第 2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記

入すること。

6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第 2面の例により産業廃

棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。

7 ※欄は記入しないこと。



別添 1

表1 2024年度産業廃棄物発生目標量

紙くず
(t)

30

30

木くず
(t)

10

10

ガラスくず
(t)

10

1 0

廃プラ類
(t)

80

80

廃油
(t)

0

0

金属くず
lt)

0

0

汚泥
(t)

700

560

140

140

植物性残さ

(t)

1,850

1,850

①産業廃棄物発生量

②自己直接再生利用

③自己直接埋立処分又は海洋
投入量

④自己中間処理量

⑤自己中間処理残さ量

⑥自己中間処理後再生利用量

⑦自己中間処理後自己埋立処分
又は海洋投入量

③直接委託及び自己処理後委託
処分量



別添

表2 令和5年度大村果汁工場産業廃棄物」F出量

⑥委託処分量

最終処分

O  t

O  t

O t

Ot

Ot

O   t

Ot

Ot

Ot

中間処理

(再生以外)

O  t

O  t

O  t

2 t

2  t

1l t

1l t

O  t

Ot

Ot

13 t

再 生

14 t

O  t

1,556 t

O  t

1,570 t

133  t

133  t

28 t

28 t

83 t

83 t

Ot

13.O t

13.O t

Ot

Ot

1,827 t

⑥自己中間処
理後埋立処分
又は海 洋 投

入 量

⑥自己中間
処理後再生

利 用 量

⑤自己中間
処理残さ量

133  t

133  t

133  t

④自己中間
処 理 量

531 t

531 t

531 t

③自己直接埋
立処分又は海
洋 投 入 量

②自己直接
再生利用量

①産業廃棄
物の発生量

14 t

Ot

1,556 t

t

1,570 t

664 t

664 t

28 t

28 t

2  t

83 t

85 t

1l t

1l t

13.O t

13.O t

Ot

Ot

2,371 t

発 生 量
の 目標

25 t

25 t

1,800 t

1,850 t

700 t

700 t

30 t

30 t

5  t

85 t

90 t

10 t

10 t

10 t

10 t

Ot

Ot

2,690 t

品  名

茶粕

コーヒー粕

みかん搾乍汁粕

びわ粕

小 計

汚泥

小 計

紙容器

小 計

シャー レ

プラスチック類

小 計

ビン類

小 計

パレント破損

小 計

金属くず

廃油

合 計

産業廃棄
物 種 類

植物性
残 さ

汚 泥

紙くず

廃プラ類

ガラス

ず
く

木くず

金属くず

廃油



の (産業廃棄物の種類 :動植物性残澄  )

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

①のうち再生利用
業者への処理委託量

570⑫
1,

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0①

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

1,570

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理した

後の残さ量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

自ら直接
再生利用した量

0②

① 1,570

排出量

有償物量

不要物等発生

実績値 :t

1,570

0

0

0

0

1,570

0

1, 570

0

0

項 目

①」F出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

②再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(況の (産業廃棄物の種類 :汚泥   )

0⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

138⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

133

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら理立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理によ
り減量した量

531

133

自ら中間処理した

後の残さ量

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

664

自ら直接
再生利用した量

0②

有償物量

排出量

664①

不要物等発生

実績値 :t

664

0

0

531

0

133

0

133

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類 :紙屑`  )

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

28

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

0①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

28

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

0

④のうち熱回収
を行つた量

0②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

自ら直接
再生利用した量

排出量

28①

有償物量

不要物等発

実績値 :t

28

0

0

0

0

28

0

28

0

0

項 目

①排出量

②+⑧
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理

委託量

（
第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類 :廃プラ類 )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

85

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0④

0①

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

85

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理によ
り減量した量

0

0

自ら中間処理した

後の残さ量

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

0

自ら直接
再生利用した量

0②

85①

有償物量

排出量

実績値 :t

85

0

0

0

0

85

0

85

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

④熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



の (産業廃棄物の種類 :ガラス肩` )

実績値 :t

11

0

0

0

0

1 1

0

11

0

0

項 目

①」F出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+⑨ 自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑩熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

0⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

l1
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

11

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理した
後の残さ量

0

④のうち熱回収
を行つた量

0

自ら直接理立処分又は
海洋投入処分した量

0③

自ら中間処理
した量

0

0

自ら直接
再生利用した量

排出量

11
①

有償物量

不要物等発生

第

２
面

）



兄の (産業廃棄物の種類 :木くず  )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

0⑭

13.0⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

0⑬

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

13.0

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0⑪

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

0

自ら直接処理した後
再生利用した量

0③

0

自ら中間処理した

後の残さ量

0

自ら中間処理によ
り減量した量

0

自ら中間処理
した量

0

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

0②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

0③
13.0

排出量

有償物量

不

実績値 :t

13.0

0

0

0

0

18,0

0

13.0

0

0

項 目

①」F出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）
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